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１．被災地の現状 

(１) 被災その後 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は、主として東北地方の太平洋

沿岸に来襲した津波による甚大な被害のほかに、北海道から関東地方にかけての広範囲

にわたって、建物・建築物の損壊や流失、埋立地における液状化現象、鉄道・道路・ガ

ス上下水道網などライフラインの損傷をもたらした。 

震災後、主要な部分は復旧したが、いまだ各被災地では復興の途上にあり、いまだに

長期間の避難生活を余儀なくされている被災者も多い。 

 

(２) 復興計画と進捗 

被災地域の人口流出を止め、早急に産業を復興させるためには、高台移転や既存市街

地の再生など、中・長期的な地域復興策を必要とするが、そのための土地利用計画には

住民の合意を得ることが不可欠であり、これを如何にスムーズに進めるかが鍵である。 

しかし大半の被災地域が、過疎地であること、今回の被災によって経済的な基盤が失

われてしまったことに加え、防潮堤の修復や地盤沈下の問題、放射能汚染の問題などか

ら、復興計画が思うように進まない地域もあり、中心市街地に草地が広がる風景が固定

化されつつある。 

 

２．県別 現地調査報告 

 当レポートでは、平成 24 年 10 月 10 日～31 日にかけて、各県の被災地を再訪し、

地元精通者から地域ごとの土地取引情報を聴取するとともに、独自の視点で不動産市

況を分析した。（詳細は各県毎のレポートを参照ください。） 

 

(１) 岩手県 

沿岸部における移転需要や復興事業に伴う地価上昇は限定的である。 

住宅地には、高台移転需要を反映した限定的な地価上昇が見られるが、県内全体に

影響を及ぼす程ではなく、商業地の地価の反転は見られない。 

 

(２) 宮城県 

沿岸部では、物件不足から住宅地の価格は高止まりしている。商業地は、甚大な被

害を被った気仙沼市・石巻市等の中心市街地の取引は乏しく、周辺部の路線商業地で

地価上昇の傾向がみられる。 

仙台市中心部における店舗・マンション等の賃貸需要は引き続き堅調であるが、全

面的な地価上昇には至っていない。 

 

(３) 福島県 

沿岸部の津波の影響が大きかった地域よりも、放射線数値が高い地域からの人口流

出が顕著である。特に子育世代は隣県に避難したまま戻ってこないなど、勤労世帯の

減少による産業衰退に歯止めがかからない。県内移転需要は放射線数値に強い影響を

受けている。 
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(４) 茨城県 

他の被災県に比べて被害規模は小さいが、沿岸地域を中心とした津波被害、湖沼跡

地や周辺地における液状化被害、地滑り等に伴う広範な地盤被害が見られ建物被害が

大きかった。 

 

３．不動産価格への影響 

震災から 20 ヶ月、被災地の復興への道は険しい。被災地の不動産市場は相当期間

にわたって混乱が続くと思われ、長期的な景気動向のもと不透明感は一層増している。 

被災地域では、思ったほど進捗しない復興計画、流出した人口、国内外の景気低迷

を受けて、不動産価格はそれほど加熱しておらず、移転に伴う用地の不足感は地域限

定的であるなど震災前の水準に戻るには程遠い状況である。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災地レポート担当 

 

営業開発部 田井政晴 

小菅洋史 

木村和義 

東北支所  高瀬信二 

及川雄大 
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Ⅰ 岩手県 

１．沿岸部の土地取引・地価動向 

（１）土地取引状況 

住宅地については、震災直後から被災者の移転に伴う住宅用地や中古住宅の取引増加

が見られたが、平成 23 年後半には鎮静化し、その後の取引件数はほぼ横ばいで推移し

ている。 

商業地については、浸水区域であった国道沿い等に仮設コンビニ店舗・事務所用地を

確保する動きがみられたが、本格的な需要回復には至らず、取引件数は低調である。 

 

（２）地価動向 

住宅地価格については、供給不足から強含みに推移している。特に沿岸南部では、慢

性的な住宅地不足のなか、復興事業の長期化を見越して自力再建を図る旺盛な移転需要

と地主の売り渋り等の動きが住宅地価格の高値取引につながった。 

商業地価格については、依然として弱含みに推移している。沿岸部の商業地の被害が

甚大であったことに加え、被災事業者の廃業等が影響していると思われる。 

 

（３）復興計画に関連する土地・建物の規制の状況 

平成 23 年 8 月に「岩手県東日本大震災津波復興計画（平成 23～30 年度）」が策定さ

れた。本計画の構成は、復興理念や原則、具体的な取組内容を示す「復興基本計画」と、

施策や事業、工程表等を示す「復興実施計画」から成っている。 

県内市町村においても復興計画が策定され、概ね１０年を目標期間とした復興が進め

られている。しかしながら復興計画の大枠は策定されたものの個別事案の多くは検討段

階にあり、建築制限等により建物の建築が阻害されている状況も見受けられる。 

 

２．沿岸部以外の土地取引・地価動向 

（１）土地取引状況 

住宅地については、震災直後から移転需要がみられ、その後は徐々に鎮静化したもの

の、被災者の内陸部への移転需要は今後も継続するものと思われる。 

中古住宅の取引件数の増加傾向は続いているが、住宅地不足と購入者の資金不足等は

ともに解消されておらず、取引動向は必ずしも好調とは言えない。 

商業地については、沿岸部と同様、土地取引の本格的回復には至っていない。 

 

（２）地価動向 

住宅地価格については、被災地からの移転需要も全体的な地価押し上げには至らず、

商業地価格についても、既成商店街の空洞化等により震災より以前から過疎傾向が継続

しており、地域経済の縮小、地価の下落は持続的に続いている。 

 

３．地域の特徴的な情報 

沿岸南部では、宅地不足等を背景に転用目的の農地・山林の取引が増加傾向にあるが、

宅地転用に時間がかかりスムーズに取引が行われないため規制緩和を望む声がある。 
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４．岩手県の基準地価の変動率推移 

 岩手県の基準地価に関する平成 15 年以降の対前年地価変動率の推移は以下のとおり。 

都道府県基準地標準価格（各年 7月 1日時点における対前年地価変動率） 

 

地域 用途 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

住宅地 ▲ 1.2 ▲ 2.0 ▲ 2.7 ▲ 2.5 ▲ 2.6 ▲ 2.8 ▲ 3.7 ▲ 4.2 ▲ 4.7 ▲ 3.8

商業地 ▲ 3.5 ▲ 4.5 ▲ 5.8 ▲ 5.7 ▲ 5.5 ▲ 5.4 ▲ 6.7 ▲ 6.8 ▲ 6.4 ▲ 5.7

住宅地 ▲ 3.9 ▲ 5.4 ▲ 6.7 ▲ 5.1 ▲ 4.6 ▲ 4.8 ▲ 6.6 ▲ 7.1 ▲ 6.6 ▲ 5.6

商業地 ▲ 7.9 ▲ 8.0 ▲ 8.3 ▲ 6.5 ▲ 5.7 ▲ 5.5 ▲ 8.5 ▲ 8.4 ▲ 6.9 ▲ 5.9

住宅地 ▲ 1.3 ▲ 2.2 ▲ 2.8 ▲ 2.9 ▲ 3.6 ▲ 3.6 ▲ 4.8 ▲ 4.1 ▲ 4.0 0.3

商業地 ▲ 5.1 ▲ 7.0 ▲ 7.7 ▲ 8.2 ▲ 8.4 ▲ 6.6 ▲ 8.5 ▲ 6.8 ▲ 9.3 ▲ 4.6

住宅地 ▲ 1.4 ▲ 3.4 ▲ 4.3 ▲ 4.4 ▲ 4.0 ▲ 4.3 ▲ 6.8 ▲ 6.3 ▲ 5.8 0.5

商業地 ▲ 3.5 ▲ 8.2 ▲ 8.8 ▲ 9.0 ▲ 8.8 ▲ 9.1 ▲ 10.9 ▲ 11.2 ▲ 5.7 ▲ 1.5

住宅地 ▲ 1.0 ▲ 1.8 ▲ 2.2 ▲ 1.6 ▲ 1.8 ▲ 1.5 ▲ 1.7 ▲ 1.7 ▲ 6.2 ▲ 2.3

商業地 ▲ 4.5 ▲ 7.2 ▲ 9.9 ▲ 9.4 ▲ 9.6 ▲ 9.6 ▲ 9.5 ▲ 6.4 ▲ 7.9 0.0
大船渡市

岩手県全体

盛岡市

宮古市

釜石市
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５．岩手県概況 

（１）住宅地 

 地価が大幅に下落していた沿岸地域では、震災の影響で上昇や横ばいの地点がみられ

たが、岩手県全体としては人口の減少や景気の先行き不透明感を背景とした需要減退な

どにより、12 年連続の下落となった。 

地価の平均変動率は▲3.8％(H23：▲4.7％)であり、下落率は若干縮小している。 

 

（２）商業地 

沿岸地域では、震災による移転需要を原因とした横ばいの地点が一部に見られたが、

岩手県全体としては空き店舗の増加や郊外型商業施設への顧客流出に伴う既成商店街

の空洞化の進展などにより、19 年連続の地価下落となった。 

地価の平均変動率は▲5.7％(H23：▲6.4％)であり、下落率は縮小したものの、岩手県

内において地価上昇に転じた場所は無い。 

 

６．沿岸市町村概況 

（１）住宅地 

震災後は、鉄道等交通施設、公共施設、港湾施設等の都市機能の喪失等の影響から下

落率が大きく拡大したが、今年度は震災前価格への回帰の動きや高台への移転需要が見

られ、一部の市町村で地価上昇が見られるなど、沿岸 12 市町村平均では引き続き下落(▲

1.3％)しているものの、下落率は縮小傾向にある。 

 

（２）商業地 

震災後は、都市機能の喪失等による影響や、空き店舗の増加や既成商店街の空洞化の

進展などの一般的な需要の減退によって下落率が拡大した。 

今年度は移転需要や都市機能の回復に伴う震災前価格へ回帰する動きが見られ、下落

率は縮小したものの、沿岸 12 市町村平均では引き続き下落（▲4.1％)した。市町村別平

均変動率が上昇に転じた市町村は県内では見当たらない。 

 

（３）平成 24 年沿岸部 12 市町村 用途別平均地価  

18,400 20,300 17,400 12,600 31,400 16,700 24,200

50,900 44,400 43,200 － 52,000 － －

19,100 8,400 13,400 8,200 13,100 49,000 25,300

－ － 19,500 14,900 27,200 111,200 49,800

地域 宮古市 大船渡市

野田村 洋野町 （盛岡市） （県全体）

住宅地

商業地

地域

住宅地

商業地

岩泉町 田野畑村

陸前高田市 山田町大槌町釜石市久慈市

普代村

 平成 24 年都道府県基準地標準価格 単位：円/㎡ 
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７．被災地周辺への移転に伴う地価の状況 

 

岩手県下では、移転需要や復興事業に伴う需要による地価の上昇は、沿岸地域からの住宅

の移転需要に限定されており、県全体では地価下落幅は縮小傾向を示している。 

 

（１）平均変動率が上昇となった市町村 

【住宅地】 

都道府県 市町村
H23変動率

（％）

H24変動率

（％）
上昇 横ばい 下落

宮古市 ▲ 4.0 0.3 1地点 7地点 6地点

陸前高田市 ▲ 16.0 14.6 1地点

釜石市 ▲ 5.8 0.5 3地点 2地点 1地点

大槌町 - 1.8 1地点

山田町 ▲ 14.7 2.3 1地点

野田村 ▲ 6.6 4 1地点 1地点

岩手県

 

 

【商業地】 

岩手県内において商業地の平均変動率が上昇となった市町村は無い 

 

（２）上昇率順位表 

【住宅地】 

価　格
（円／㎡）

変動率
（％）

価　格
（円／㎡）

変動率
（％）

上中島町4丁目9番106

上中島町４－３－８
野田町1丁目8番5外

野田町１－８－９
長崎4丁目10番8
長崎４－１０－１１
大ｹロ1丁目175番194

大ｹロ１－１２－３５

※ １　変動率：（当年価格－前年価格）×１００÷前年価格（小数点第２位を四捨五入）

２　順位の求め方：継続地点の変動率を小数点第５位まで算出（小数点第６位を四捨五入）し，その数値をもって

　順位を決定する。（小数点第５位までが同一の場合は，市町村コード順）

　　なお，順位表上の表示は小数点第１位（小数点第２位を四捨五入）とする。

順　位 基準地番号
基準地の所在及び
地番並びに住居表

示

平成２４年度 平成２３年度
備　　　考

▲16.0

2 宮古－１０ 田老字向新田109番2内 7,900 14.5 6,900 ▲7.8

1 陸前高田－２ 米崎町字松峰59番7 15,700 14.6 13,700

4 釜石－５ 42,800 4.1 41,100 ▲5.3

3 野田－２ 大字野田第15地割字八幡22番2 8 ,100 8.0 7,500 －

6 山田－１ 30,900 2.3 30,200 ▲14.7

5 釜石－４ 39,400 2.3 38,500 ▲4.9

8 釜石－３ 大字平田第1地割16番5 20,800 1.0 20,600 －

7 大槌－３ 17,400 1.8 17,100 －

 

住宅地は高台移転需要を反映して、地価上昇に転じた地点が見受けられるが、限定的で

あり、県内全体に需要を及ぼす程ではなく、Ｈ24 年度変動率１位（陸前高田-2）でも、

震災前の地価水準に戻っている訳ではない。 

 商業地に関しては、地価上昇に転じた地点は無く地価下落幅は縮小傾向にとどまる。 
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８．被災市区町村の復興計画進捗状況 

岩手県下の各被災市町村の復興計画が出そろい、復旧・復興へ向けた取り組みが進め

られているが、高台移転や居住地域の地盤かさ上げ等の都市計画はスムーズに進んでい

ない。復興計画の遅滞は地域の人口流出・地域経済の衰退に直結しており、スピード感

を持った対応が求められている。 

 

９．復興進捗例 （宮古市における状況） 

（１）地価動向 

宮古市では、長く売れ残っていた高台の既存住宅団地が震災後完売し、また農地・林

地の宅地転用を伴う取引が増加するなど、旺盛な移転需要に基づき土地価格は上昇した。 

市内の新設住宅着工戸数は震災前に比べ大幅に増加した。今年に入っても、土地取引

件数は安定的に推移しており、取引価格は上昇基調である。 

集団移転事業は、市による従前地の買い取り価格が提示されたが、従前地の売却価格

より高値で移転先の土地を購入せざるを得ないケースがある等の問題があり、事業は長

期戦を余儀なくされている。この様ななかで長期化する仮設住宅生活者の潜在的な土地

購入需要は今後も継続すると思われる。 

 

（２）復興進捗状況 

宮古市の復興計画は、平成 23 年 10 月 31 日に基本計画が、平成 24 年 3 月 30 日に基

本計画に基づく推進計画が策定された。 

①すまいと暮らしの再建、②産業・経済復興、③安全な地域づくり、という復興に向

けた 3 つの柱を軸に、平成 31 年度までの復興計画の期間を復旧期、再生期、発展期に

区分し、段階的な復興を目指している。 

岩手県沿岸部、特に津波被害の大きかった沿岸南部の中で、宮古市の復興スピードは

比較的早いと言われる。その理由は、がれきの撤去、ライフラインの復旧、仮設住宅の

整備等の他に、震災直後から地元の中小企業を全面的にバックアップしたことにある。 

震災後直ちに市の基幹産業である水産加工業に対する支援を予算決定したのを始め、

建物修繕費の補助を増やすことで県内最速で工場の再建に成功した。 

宮古市には産業支援センターが設置されており、震災前から市と事業者の繋がりが深

く有事においても意思疎通が図れたことが大きいといわれる。現在では、被災した 1,154

事業者のうち 7 割以上が事業再開もしくはその見込みがある状態であり、沿岸南部の他

市町に比べ人口減少率が低くなっている。 

しかしながら残された課題も数多い。まず津波により破壊された防潮堤の設置計画が

遅れていることで、事業所立地場所の安全性が確認できていない。 

また、土地の嵩上げが予定される区域や区画整理対象区域では、それらの計画が進む

まで建物建築が難しいため事業再開ができず、この様な状況が長引けば地域の衰退を招

いてしまう懸念がある。 

以上より、中・長期的な地域復興には、人口流出に歯止めをかけ早急に産業を復興さ

せることが重要と考えられるが、そのためには土地利用計画につき住民の合意を得るこ

とが不可欠であり、これを如何にスムーズに進めるかが今後の鍵となるだろう。 
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■宮古市内地図① 
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■宮古市内地図② 
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■宮古市内の復興状況 

【  震災直後（平成23年4月） 】 【   現状   】

①
国
道
1
0
6
号
か
ら
宮
古
市
役
所

②
宮
古
湾
か
ら
西
方
向

③
田
老
総
合
事
務
所
か
ら
南
東
方
向

 

 

撮影日時：平成24年10月15日 

撮影者 ：木村 和義   
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■釜石市内地図 
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■釜石市内の復興状況 

【  震災直後（平成23年4月） 】 【   現状   】

①
釜
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ン
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向

②
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方
向

③
市
役
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街

 

撮影日時：平成24年10月16日 

撮影者 ：木村 和義   
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■大船渡市内地図 
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 ■大船渡市内の復興状況 

【  震災直後（平成23年4月） 】 【   現状   】
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撮影日時：平成24年10月16日 

撮影者 ：木村 和義   
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Ⅱ 宮城県 

１．沿岸部の土地取引・地価動向 

（１）土地取引状況 

沿岸北部及び沿岸南部においては土地の取引件数は低下傾向にあり、物件不足等によ

り引き続き需給は不均衡の状態にあるものの、被災地域周辺の移転に伴う緊急的な取引

は落ち着いたとの見方が強い。 

事業所・倉庫等の居住用以外の物件の取引件数については、おおむね横ばいの傾向に

あるが、沿岸部の被災地周辺における応急的な再開を目的とする移転需要は一段落して、

現地再建による事業再開が増加傾向にあるものとみられ、今後取引件数は徐々に低下し

ていくものと思われる。 

被災した土地の取引は、現段階においては取引の対象とはなりがたい状況にある。住

宅地については、津波による被災の程度によって取引件数が異なり、特に需給状況が逼

迫している気仙沼市・石巻市等の沿岸北部においては、津波浸水深 1～2ｍ以下のエリア

で取引が増加傾向にあり、今後の防災集団移転促進事業の進捗状況及び被災宅地に係る

買取価格の水準が周辺地域の取引に影響を及ぼすと考えられる。 

また、地盤崩落等の被害があった仙台郊外の住宅地については、現時点において被災

宅地そのものは一般市場での取引の対象とはならないが、同一の住宅地であっても被害

がなく、地盤の良否・切盛土の別等が確認できる物件については、需要は堅調である。 

 

（２）地価動向 

住宅地価格については、特に気仙沼市・石巻市を含む沿岸北部の被災地周辺では、物

件不足の状況が続いて高値取引の事例が多くみられ、高止まりの状況である。今後も当

面このような状況が続くものと思われる。 

商業地価格については、沿岸北部では上昇傾向がみられるが、甚大な被害を被った気

仙沼市・石巻市等の中心市街地での取引は乏しく、周辺部の路線商業地における地価が

上昇傾向である。 

 

（３）復興計画に関連する土地・建物の規制の状況 

宮城県では平成 23 年 10 月に「宮城県震災復興計画」が策定され、今後 10 年間の具

体的な取組や主要な事業を示した。津波の被害を受けた沿岸の各自治体でも「復興計画」

が策定されている。 

仙台市においては平成 23 年 11 月に「仙台市震災復興計画」が策定され、今後 10 年

間のまちづくりの方向性を示され、県道かさ上げなどによる「津波減災」のための取り

組みや、避難のための施設の確保、安全な住まいの確保のために建築制限区域や一定の

用途制限区域を規定した。 

また、被災地域については「港地区復興特区ゾーン」、「農と食のフロンティアゾーン」、

「海辺の交流再生ゾーン」等目的に応じた土地利用の方針が打ち出されている。 
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２．沿岸部以外の土地取引・地価動向 

（１）土地取引状況 

内陸北部及び内陸南部では土地の取引件数は増加傾向にあり、今後も被災地域からの

被災者流入により、当面は取引件数の増加傾向が続くものと思われる。内陸北部では大

和町・富谷町・利府町等、南部では大河原町・柴田町等、仙台市近郊で取引件数の増加

傾向が強く、特に分譲住宅地の取引増加が目立っている。 

また、内陸部において水産加工場・製造業・運輸業等の移転に伴う取引が顕在化した

ほか、復興需要への対応に向けた企業の新規進出の動きもみられる。一方で、沿岸部に

おける復興関連事業の遅れや被災企業の廃業等の増加が懸念され、企業の需要について

は先行きが不透明な状況にある。 

 

（２）地価動向 

住宅地については、仙台市郊外住宅地及び中心部周辺のマンション適地等の取引増加

を背景として、震災前まで下落傾向が続いてきた地価は下げ止まり、あるいは反転した。 

賃貸市場は、ファミリー物件を中心に需要逼迫が認められるものの、当該要因の地価

への影響及び今後の動向については不透明である。 

商業地については、仙台市中心部における店舗・マンション等の賃貸需要は堅調であ

るが、全面的な地価の上昇には至らず、地価上昇に転じた地域と下落率が縮小した程度

の地域が混在する結果となっている。長期的には震災以前からの地価下落の傾向は持続

するのではないかと予想される。 

 

３．地域の特徴的な情報 

（１）仙台市中心部 

震災直後から続いた建築資材及び職人の不足にも改善傾向がみられ、マンション等の

新築工事も円滑に進んでいる。工事費に関しても業者間競争が見られ、それほど上昇し

ていない様子である。 

中古マンションの取引は多く物件不足の状態は続いている。建物の損傷の程度が小さ

い物件であれば、震災前よりも高い価格で取引される場合もある。 

 

（２）沿岸部（気仙沼市、石巻市、名取市、亘理町等） 

住宅地、中古住宅、マンション、事業所等への引き合いが持続しており、物件不足で

ある。震災被害にあった建物を取り壊して再建築を行う動きが多くなっており、名取市

においては周辺市町村及び福島県下からの賃貸需要が増加している。 

 

（３）内陸南部（白石市等） 

内陸南部の一部の地域において原発事故の影響があると思われるが、震災後に土地

取引減少、価格下落傾向にある地域が確認されている。 
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４．宮城県の基準地価の変動率推移 

 宮城県の基準地価に関する平成13年以降の対前年地価変動率の推移は以下のとおり。 

都道府県基準地標準価格（各年 7月 1日時点における対前年地価変動率） 
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５．宮城県概況 

宮城県全体における全用途の平均変動率は▲0.9%(昨年▲4.5%)となり、前年より 3.6 ﾎﾟ

ｲﾝﾄ下落幅が縮小したものの、平成 4 年度から 21 年連続下落となっている。県全体の用

途で上昇した地点は 97 地点(昨年 1 地点)で、横這い地点が 43 地点。 

仙台市では、ﾌﾟﾗｽ 0.1％（昨年▲3.6％）であり地価の平均変動率は上昇に転じた。 

 

（１）住宅地 

上昇地点は 75 地点(昨年 1 地点)で横這い地点は 22 地点と、今年は上昇地点が大幅に

増加した。 

 一番上昇した地点は、石巻-13(あけぼの 3 丁目)で上昇率 13.9％(昨年 0.2%)で、最

も下落した地点は、大崎-2(古川駅南 2 丁目)で下落率は▲7.1％である。 

 

（２）商業地 

上昇地点は 15 地点(昨年なし)で横這い地点は 14 地点と拮抗しているが、今年は上昇

地点が大幅に増えている。 

一番上昇した地点は、石巻 5-1(穀町)で上昇率 11.8％(昨年▲14.8%)で 26.6 ﾎﾟｲﾝﾄの上

げ幅となり、最も下落した地点は、栗原 5-2(若柳字川南南大通)で変動率は▲7.3％であ

る。 

 

（３）平成 24 年沿岸部 13 市町村 用途別平均地価 

平成 24 年都道府県基準地標準価格  単位：円/㎡ 

地域 気仙沼市 石巻市 東松島市 塩釜市 多賀城市 名取市 岩沼市 

住宅地 16,700  22,800 33,900 36,200 59,300 51,600  31,500 

商業地 43,300  43,400 38,800 42,300 55,500 56,100  46,000 

地域 南三陸町 女川町 松島町 七ヶ浜町 亘理町 仙台市 県全体 

住宅地 10,800  19,900 27,400 30,400 20,900 75,100  31,600 

商業地 11,000  22,000 33,900 - 27,800 284,500  175,300 
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６．被災地周辺への流入に伴う地価の状況 

 

仙台市では、移転需要や復興事業に伴う需要による地価の上昇・横這い地点が目立ってお

り、住宅地全体としても平均変動率が上昇した。 

 

（１）平均変動率が上昇となった市町村  

都道府県 市町村
H23変動率

（％）

H24変動率

（％）
上昇 横ばい 下落

仙台市 ▲ 2.2 0.8 32地点 12地点 7地点

石巻市 ▲ 5.4 5 10地点 1地点 3地点

塩竃市 ▲ 3.9 1.1 4地点

多賀城市 ▲ 2.7 1.1 4地点

岩沼市 ▲ 5.2 0.7 3地点

東松島市 ▲ 11.2 9.1 3地点

亘理町 ▲ 8.5 2.1 2地点 1地点

七ヶ浜町 ▲ 1.3 10.3 2地点

利府町 ▲ 1.0 6.1 3地点

大和町 ▲ 1.5 2.2 4地点

富谷町 ▲ 2.2 0.3 2地点 1地点

宮城県

【住宅地】

 

 

都道府県 市町村
H23変動率

（％）

H24変動率

（％）
上昇 横ばい 下落

石巻市 ▲ 11.0 6.5 2地点 1地点

気仙沼市 ▲ 3.9 0.3 1地点 1地点

東松島市 ▲ 10.5 8.4 1地点

宮城県

【商業地】

  

 

宮城県内の津波による被害が甚大であった地域においては、Ｈ23 年度に地価が▲10%

以上下落した地点も見られたが、Ｈ24 年度は都市機能の回復等から一桁台の下落率にと

どまり、浸水を免れた高台の地区や被害が軽微だった地区等では、被災住民の移転需要

から上昇・横這い地点が見られ、結果として住宅地・商業地全体で上昇となった市町村

が見受けられる。 
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（２）上昇率順位表 

【住宅地】 

価　格
（円／㎡）

変動率
（％）

価　格
（円／㎡）

変動率
（％）

駅前北通り3丁目50番2

駅前北通り3－6－9－2

開北2丁目１５番２
開北２－３－５５

順　位 基準地番号
基準地の所在及び
地番並びに住居表

示

平成２４年度 平成２３年度
備　　　考

1 石巻－１３ あけぼの３丁目８番５ 50,000 13.9 43,900 0.2

3 石巻ー３ 47,000 12.2 41,900 ▲ 10.1

2 東松島ー１ 矢本字上河戸165番10 44,800 12.3 39,900 ▲ 6.6

▲ 1.4

5 石巻ー１５ 大森字的場１２番５外 11,500 11.7 10,300 ▲ 4.6

4 七ヶ浜ー２ 松ヶ浜字謡３８番４ 32,000 11.9 28,600

6 石巻ー４ 37,500 10.9 33,800 ▲ 11.1

7 石巻ー１９ 鹿又字用水向１１８番１７ 22,000 10.6 19,900 ▲ 4.8

▲ 1.3

9 七ヶ浜ー１ 吉田浜字細田１４番７８ 28,800 8.7 26,500 ▲ 1.1

8 利府ー３ 青葉台２丁目１番２３８ 41,700 9.7 38,000

10 東松島ー２ 赤井字川前二２３８番４２ 36,800 8.6 33,900 ▲ 13.3
 

 

【商業地】 

価格
（円／㎡）

変動率
（％）

価格
（円／㎡）

変動率
（％）

穀町１７８番２

穀町3-21
旭町４６番３
旭町10-1
矢本字上新沼１番２

国分町3丁目11番9外

国分町3-11-9
上杉6丁目227番1
上杉6-2-23
田中前２丁目２番６

上杉3丁目27番14外

上杉3-8-28
宮千代２丁目１５番３外

宮町2丁目133番外
宮町2-1-58
木町通1丁目210番1

木町通1-3-33

1 石巻５－１ 54,000 11.8 48,300 ▲ 14.8 商業 400

順　位 基準地番号
基準地の所在及び
地番並びに住居表

示

平成２４年度 平成２３年度
法令制限

（容積率（％））

商業 400

3 東松島５－１ 38,800 8.4 35,800 ▲ 10.5 商業

2 石巻５－３ 34,500 9.5 31,500 ▲ 11.5

5 青葉５－１８ 165,000 5.1 157,000 ▲ 4.8 ２住居 200

400

4 青葉５－５ 313,000 5.4 297,000 ▲ 8.6 商業 500

近商 300

7 青葉５－１４ 208,000 3.0 202,000 ▲ 3.8 近商

6 気仙沼５－１ 63,000 3.4 60,900 ▲ 3.8

300

8 宮城野５－７ 100,000 3.0 97,100 0.0 近商 300

商業 40010 青葉５－９ 170,000 2.4 166,000 ▲ 3.5

9 青葉５－１６ 155,000 2.6 151,000 ▲ 3.2 近商 300

 
※ １　変動率：（当年価格－前年価格）×１００÷前年価格（小数点第２位を四捨五入）

２　順位の求め方：継続地点の変動率を小数点第５位まで算出（小数点第６位を四捨五入）し，その数値をもって

　順位を決定する。（小数点第５位までが同一の場合は，市町村コード順）

　　なお，順位表上の表示は小数点第１位（小数点第２位を四捨五入）とする。  

 

住宅地 1 位の「石巻-13」は、全国でも 3 位であり、2 年連続上昇したが、基準地設

定の平成 10 年以降下落を続けており、ほぼ平成 19 年と同水準となった。 

また、商業地 1 位の「石巻 5-1」は、全国でも 1 位である 
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７．被災市区町の復興計画進捗状況 

宮城県下の各被災市町村の復興計画が出そろい、復旧・復興へ向けた取り組みが進め

られているが、仙台市及び塩釜市などの都市圏と、その他の都市圏外では復興のスピー

ドに差が出ている。人口が集中する地域では経済的な集積もあり、地価も高く、自主再

建の目処も立てやすいのではないかと思われるが、高台移転や居住地域の地盤かさ上げ

等の都市計画はいずれの地域においてもスムーズに進んでおらず、スピード感を持った

対応が求められている。 
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■石巻市内地図 
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■気仙沼市内地図 
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Ⅲ．福島県 

１．沿岸部の土地取引・地価動向 

（１）土地取引状況 

沿岸部については、津波の影響もさることながら、その大半の市町村が福島第一原発

の爆発事故による放射能汚染の影響が今も進行中であり、浪江町・双葉町・大熊町およ

び富岡町は警戒区域に、楢葉町の北部および南相馬市の南部は避難指示解除準備区域に

指定されている。 

放射能汚染の影響が大きい地域については、土地取引が厳格には禁止されていないも

のの、政府が自治体を通じて地権者に取引自粛を要請している状態であり、また立ち入

りを制限されている地域は、現況の確認が不可能であるため、実際にはほぼ動きのない

状態である。 

放射能汚染の影響が少なかった、いわき市・相馬市および南相馬市の中央～北部につ

いては沿岸部地域においては、高台を中心に土地取引が増加傾向にあり、今後もこの流

れが続くとの見方が強い。 

 

（２）地価動向 

沿岸部の中で警戒区域や避難指示解除準備区域に指定されている区域については、今

後の福島第一原発の収束状況および各区域の除染状況によって大きく左右されるため、

今後の見通しを予測するのは困難であるが、一連の原発事故が収束するまでの間は、中

長期的に価格がつかない状況が続くものと思われる。 

上記以外の地域については、県内での移転需要を取り込んで震災前の地価水準に回帰

する傾向がみられ、特に高台については地価の上昇傾向が見られる。 

 

（３）復興計画に関連する土地・建物の規制の状況 

福島県では平成 23 年 8 月の「福島県復興ビジョン」に基づき、今後 10 年間の具体的

な取組や主要な事業を示す「福島県復興計画（第１次）」が同年 12 月に策定された。 

津波の被害を受けた沿岸の各自治体でも国・県の「復興ビジョン」に基づき「復興計

画」が策定されている。それによると、津波の被害が大きかった地域は居住用建物の建

築を制限する「災害危険区域」に指定され、当該区域の被災住民の高台等への住居移転

が計画されている。特に「防災集団移転促進事業」の集団移転については、原発事故の

警戒区域を除き事業計画が具体化されている。 

福島県内全 59 市町村の中で、沿岸部及び県央エリアにおいて 31 市町村が復興計画な

どを策定済みであり、また４市町村が復興計画を策定予定である。内容は、多くの市町

村がまずは「除染」を第一命題として掲げており、この状況如何が、その後のインフラ

再整備や防災対策等の実施時期にも大きな影響を及ぼしている。 

また、「集団移転促進事業」や「被災地土地区画整理事業」が予定されている地域に

ついては、他の被災県同様、地権者との調整が難航する可能性が高い。 
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２．沿岸部以外の土地取引・地価動向 

（１）土地取引状況 

住宅地については、放射能汚染の少なかった内陸部の市（福島市、伊達市、会津若松

市等）、沿岸部の一部の市（相馬市、いわき市）を中心に増加傾向がみられる一方、内

陸部では比較的高濃度の放射能汚染が確認されている郡山市や本宮市では減少傾向が

続いており、放射能汚染が不動産取引に与える影響の強さがうかがえる。 

商業地については、震災前から続く取引減少傾向に歯止めがかかっておらず、総じて

低調な状態が続いている。 

 

（２）地価動向 

県内移転需要の多いいわき市や福島市については底堅く推移している。郡山市は全体

として地価下落傾向であるが、市内東部の住宅団地は放射線数値が比較的低濃度であっ

たため局地的に上昇に転じるなど、地価動向でも放射能汚染の影響が顕著に見られる。 

もともと取引量の少なかった町村部は、移転需要を十分に取り込めていない地域が多

く、また県外転出も多くみられることから、県内全体としては持続的な下落傾向である。 

 

３．地域の特徴的な情報 

津波の影響が大きかった沿岸部以上に、放射線数値が高い地域からの人口流出が顕著

であり、特に子供がいる家庭は隣県に避難したまま戻ってこないなど、所得世帯の減少

による産業衰退傾向に歯止めがかかっていない。 

いわき市等の放射線数値が低い地域は特に移転需要の高い地域であり、住宅用地のほ

か工場や倉庫等の物件についても一定の引き合いが認められる。 
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４．福島県の基準地価の変動率推移 

 福島県の基準地価に関する平成 16 年以降の対前年地価変動率の推移は以下のとおり。 

都道府県基準地標準価格（各年 7 月 1 日時点における対前年地価変動率） 

 

▲ 12.0

▲ 10.0

▲ 8.0

▲ 6.0

▲ 4.0

▲ 2.0

0.0

平
成16

年

平
成17

年

平
成18

年

平
成19

年

平
成20

年

平
成21

年

平
成22

年

平
成23

年

平
成24

年

変動率(%) 福島県の基準地価の変動率推移

福島県全体 住宅地 福島県全体 商業地 福島市 住宅地 福島市 商業地

市部 住宅地 市部 商業地 町村部 住宅地 町村部 商業地

( 各年7月1日時点における対前年比地価変動率 )

地域 用途 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年

福島県全体 
住宅地 ▲ 4.5 ▲ 4.2 ▲ 3.3 ▲ 2.6 ▲ 2.1 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 5.4 ▲ 3.2

商業地 ▲ 8.7 ▲ 7.1 ▲ 5.0 ▲ 3.6 ▲ 2.8 ▲ 5.0 ▲ 4.6 ▲ 7.5 ▲ 4.5

福島市 
住宅地 ▲ 4.7 ▲ 4.2 ▲ 3.4 ▲ 2.7 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.4 ▲ 7.0 ▲ 3.9

商業地 ▲ 10.6 ▲ 6.9 ▲ 4.8 ▲ 3.0 ▲ 2.2 ▲ 4.4 ▲ 4.7 ▲ 8.4 ▲ 4.8

福島市除く市部 
住宅地 ▲ 6.3 ▲ 5.3 ▲ 3.8 ▲ 2.8 ▲ 2.3 ▲ 3.5 ▲ 3.3 ▲ 6.1 ▲ 3.3

商業地 ▲ 10.7 ▲ 7.8 ▲ 5.0 ▲ 3.3 ▲ 2.5 ▲ 4.8 ▲ 4.5 ▲ 7.8 ▲ 4.2

町村部 
住宅地 ▲ 3.2 ▲ 3.2 ▲ 2.6 ▲ 2.2 ▲ 1.9 ▲ 3.0 ▲ 2.9 ▲ 4.3 ▲ 2.9

商業地 ▲ 6.4 ▲ 6.0 ▲ 5.0 ▲ 4.1 ▲ 3.4 ▲ 5.3 ▲ 4.9 ▲ 6.8 ▲ 5.1
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５．福島県下概況 

（１）全体 

福島県全体における全用途の平均変動は▲3.5％（昨年は▲6.0％）であり、前年より

2.5 ポイント下落幅が縮小したが、H5 年から 20 年連続で下落している。県全体の用途

で上昇した地点は 1 地点（郡山-22 郡山市緑ヶ丘西 1-11-4）のみであるが、＋9.6％

と大幅に上昇した。なお横ばいは 2 地点である。 

 

（２）住宅地 

福島県は地域毎の局地的な特色がみられる。郡山市東部の住宅団地は、強固な地盤と

低い放射線量から需要が集中していると思われ、前述のとおり県内唯一上昇に転じた地

域であり、いわき市の中心部には移転需要の高まりから下落率が大幅に縮小する地域も

見られる。しかし、放射線数値の高かった福島市や津波の影響を受けた沿岸部は下落率

が大きい結果となった。 

福島県の住宅地の平均変動率は▲3.2％（Ｈ23：▲5.4％）と下落幅は縮小している。 

 

（３）商業地 

福島県内に地価上昇した地点はなく、郡山市やいわき市の中心商業地は下落幅が縮小

したものの、温泉地や町村部の商業地は、歯止めがかからず高い下落率が続いている。 

福島県の商業地の平均変動率は▲4.5％（Ｈ23：▲7.5％）と下落幅は縮小している。 

 

（４）平成 24 年福島第一原発周辺 11 市町村 用途別平均地価 

36,800 40,700 29,000 19,000 24,900 17,600

68,300 81,100 56,100 42,700 45,000 35,500

16,800 8,070 20,600 17,300 3,870 20,800

40,200 27,100 26,600 － － 45,600

広野町 川内村 （県全体）

住宅地

商業地

地域

住宅地

商業地

二本松市 田村市

南相馬市 伊達市相馬市いわき市

川俣町

地域 福島市 郡山市

 

平成 24 年都道府県基準地標準価格  単位：円/㎡ 

※福島第一原発周辺の立入り困難な町村では地価調査を休止している。 
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６．放射線量と土地取引件数の相関性 

平成 24 年 12 月現在、高濃度放射線の主な要因となっていると考えられる「セシウム

137 の土壌濃度（H23.8.30 文部科学省発表）」と、登記情報に基づき集計された「土地取

引件数（国土交通省発表）」を使用し、その相関性について調査を行った。 

※次ページの地図１（放射性セシウム土壌濃度および市町村別土地取引件数）を参照 

 

（１）郡山市、福島市、いわき市 

国土交通省発表の土地取引件数によると、例年県全体の土地取引の５割以上が県内主要

３市で行われている状況である。震災前（H22.4～H23.3）と震災後（H23.4～H24.3）の取

引件数を比較すると以下の通りである。 

 

郡山市  ▲28.3％  福島市  ＋21.1％  いわき市 ＋10.4％ 

 

沿岸部を有するいわき市の土地取引件数は増加している一方､内陸部の郡山市は大きく

減少しており、放射能汚染の影響が土地取引に大きな影響を与えている事がわかる。 

 

（２）その他市部 

国土交通省発表の土地取引件数によると、例年県全体の土地取引の２割程度がこの市部

で取引されており、県内主要３市と合わせると、県全体の 7 割～8 割を占めるが、全体的

に取引件数は落ち込んでいる。 

ただし、沿岸部に所在する相馬市は対前年度＋44.3％と市部で最大の増加率となった。 

 

（３）警戒区域・居住制限区域・帰宅困難区域・計画的避難区域・避難指示解除準備区域 

立入制限されている警戒区域および帰宅困難区域の指定がある双葉町、大熊町、富岡町、

浪江町、飯館村は震災後１年で数件しか土地取引がなく、対前年度比較で▲90％である。 

南相馬市は、１/３程度が避難指示解除準備区域および居住制限区域に指定されている

が、対前年度▲37.6％と比較的落ち込みが小さかった。 

 

（４）福島県全体俯瞰 

福島県全体の取引件数を比較すると、以下の通りである。 

 

震災前（H22.4～H23.3）18,226 件 

震災後（H23.4～H24.3）15,087 件 ▲17.2％ 

 

取引件数減少の影響は、原発周辺の地域は取引がほぼ皆無であること、また震災後の県

外への移転に歯止めがかからなかったことが主な要因である。 

 県西部は放射能汚染の影響は少ない模様であるが、半数以上の市町村において取引件数

が減少しており、4 半期毎の推移をみても傾向に変化は見られない。 

 次ページの福島県地図のとおり、福島第一原発から放出された放射性物質は、主に北西

側に飛散しその後南西方向へ向きを変えていることがわかるが、この経路上にある郡山市、

本宮市、二本松市の取引件数減少が顕著であった。 
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特に例年最も多く土地取引が行われていた郡山市は、年間で約 1,000 件減少しており、

県全体に与えた影響も大きい。 

 一方、放射線数値が低いと言われているいわき市、高濃度の放射性物質が飛散した経路

からやや外れた福島市、伊達市、相馬市は対前年度比 100％以上の取引件数となっている。

中でもいわき市は直近の 6 か月での取引件数が顕著に増加しており、今後もこの傾向は続

くものと思われる。 
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■地図１ 
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７．放射線量の現状 

  文部科学省や自治体において放射線量の公表が行われているが、本件レポートの作成

に当たり、㈱三友システムアプレイザルとしても独自に計測を行った。 

  福島第一原子力発電所周辺の立入り可能な地域の市役所および町・村役場を主な計測

値とし、まとめたものが下記の結果である。なお、原発関連の規制が存在する地域、各

市町村の市役所、町・村役場の位置関係は下図のとおりである。 
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８．福島第一原発周辺市町村の放射線量 

（１）指定区域（警戒区域～避難指示解除準備区域）と放射線量の関係 

危険度が高いとされる区域は、概ね放射線量が高い地域と一致しているが、区域指定

されていない福島県中心市部においても、区域指定されている地域以上の放射線量を計

測した地域が多くみられた。 

福島市や二本松市の一部地域では、計画的避難区域に指定されている葛尾村を上回る

数値を記録しており、郡山市では居住制限区域に指定されている飯館村に迫る数値を記

録した地域もある。 

行政による区域指定は、放射線量の高さによって決定した面と、指定することによる

影響程度を優先させ、敢えて区域指定をしなかった面が混在しているものと思われる。 

 

（２）放射線量が高い地域・低い地域の特徴 

文部科学省を中心に、各自治体が発表している放射線量の情報のとおり、福島第一原

発から北西方向へ延びる地域（飯館村方面）の放射線量が高くなっている。 

次に放射線量が高い、中通り地域（郡山市）の高放射線量の地域には、福島第一原発

の北西側 50ｋｍ前後から南西方向に変わった風に乗って放射性物質が落下したものと

推測されている。 

一方、福島第一原発の南側は総じて放射線量が低く、原発から 20ｋｍ圏内においても

さほど高い線量を記録していない。いわき市や川内村については、東京都下における放

射線量と大差がなかった。 

福島第一原発の北側に当たる相馬市についても放射線量は低く、「放射線量と土地取

引件数の相関性」において検証した相馬市の土地取引件数の説明がつく。 

南相馬市については、市域の 1/3 程度が帰宅困難地域・居住制限区域・避難指示解除

準備区域に指定されており、また津波の被害も甚大であったため、非常にネガティブな

印象を受けるが、市街地の放射線量は意外なほど低い。南相馬市内の土地取引件数は前

年度比 6 割程度に落ち込んでいるものの、海岸線から離れて津波の被害を直接受けず、

また、区域指定も受けていないことから、移転需要を背景とした活発な取引が行われて

いる模様である。 
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Ⅳ.茨城県 

１．沿岸部の土地取引・地価動向 

（１）土地取引状況 

茨城県で津波による被害を受けたのは、北茨城市や日立市等県北の沿岸部を中心とし

た地域である。当該地域の中でも北茨城市の一部では、集団移転計画の動きが本格化す

るなど、徐々に復興に向けて動き出している。これらの地域は、元々不動産取引が少な

い地域であるために極端な取引の減少は見られないが、集団移転計画が進む地域は勿論、

それ以外の地域でも、事業用地・住宅地とも土地等取引は殆どない模様である。 

沿岸部でも津波被害のない地域においては、一部高台への移転需要があるものの限定

的で、全般的には取引は震災前と変わらず低調である。 

 

（２）地価動向 

津波による被害を受けた地域については、不動産取引自体がほとんどなく、取引価格

相場は形成されていない。今後復興計画が進み、産業エリアとして整備されれば従前の

地域とは異なる地域性のもと地価が形成されるものと考えられる。 

津波による被害を受けていない地域では、沿岸部の津波被害や原発事故の風評被害に

よる産業の衰退等により地域経済が低迷しており、地価は下落基調である。一部には高

台移転の需要、宅地分譲の動きも見られるが、他の被災県のような価格上昇は認められ

ない。今後復興計画の進展により地価下落幅は縮小傾向に向かうと思われるが、当面下

げ基調は続くものと思われる。 

 

（３）復興計画に関連する土地・建物の規制の状況 

茨城県と沿岸部 13 市町村では、県内沿岸部の産業復興を主目的とした茨城産業再生

特区計画が平成 24 年 3 月に策定されたほか、津波被害が大きかった北茨城市では、同

月に北茨城市震災復興計画が策定され、これに基づき平潟、大津、磯原・中郷地区の沿

岸部で高台移転の方針が固められた。但し、住民の同意や移転用地の確保等の問題があ

り、いまだ計画決定には至っていない。なおこのような高台移転が検討される地区にお

いても土地・建物の取引規制等は特段行われていない。 

 

２．沿岸部以外の土地取引・地価動向 

（１）土地取引状況 

震災以降、土地購入者が地盤や地歴を重視する傾向にあり、鹿行地域の内陸部を中心

として液状化、地盤沈下、地割れ等の被害が顕著であった地域とその周辺地域の取引は

低調である。また県南の放射線量が高い「ホットスポット」とされた一部地域では、風

評被害により土地取引が減少、最近ようやく需要が戻ってきたもののその影響が未だ認

められる。 

一方、つくばエクスプレス（以下 TX）沿線は、戸建分譲用地を中心に、都心通勤者を

中心とした堅調な需要に支えられている。 

県内の工場用地については、原発事故による福島県からの移転需要が見られるものの、

震災と原発事故が県内の工場立地に与えた衝撃は大きく、全体的に引き合いは少ない。 
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（２）地価動向 

地盤被害によって、地価公示の地点から除外される等により、正常な地価把握が困難

な地域が存在する。このような地域では土地取引がほとんどなく、地価形成が困難とな

っており、今後長期に渡る大規模地盤改良の必要性から、継続的な地価の下落は避けら

れない。 

原発事故による風評被害を受けた地域では、一時的に取引が減少し地価は下落したも

のの、風評被害から徐々に脱しており、ＴＸ沿線等以前から引き合いのある地域を中心

に下落幅は縮小傾向で推移している。 

工場用地については、福島県からの移転需要に基づく取引も散見されたが、県全域的

に需要が極めて少なく、数少ない成約実例を見ても年々土地価格は下落傾向にあり、今

後も同様に推移するものと思われる。 

 

３．地域の特徴的な情報 

水戸市は、従来から常磐線国道 6 号線ルートで首都圏と東北との中継地点として企業

が進出するなど、茨城県の県庁所在地であるとともに北関東の中核都市のひとつとして

発展してきた。 

しかし、震災の影響の中でも特に原発事故によって東北ルートが遮断されたことで、

常磐線ルートは北関東内陸の他都市と比べ選好性の劣る印象は免れず、投資意欲を減退

させる要因となった。今後水戸市を始めとして県央、県北の先行きは明るくなく、不動

産市場においても、早期回復が見込まれる TX 沿線の県南地域との格差が拡大していく

ものと思われる。 
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４．茨城県の基準地価の変動率推移 

 茨城県の基準地価に関する平成 13 年以降の対前年地価変動率の推移は以下のとおり。 

都道府県基準地標準価格（各年 7月 1日時点における対前年地価変動率） 

地域 用途 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

住宅地 ▲ 4.5 ▲ 5.5 ▲ 6.2 ▲ 6.8 ▲ 6.1 ▲ 4.3 ▲ 2.9 ▲ 2.5 ▲ 4.1 ▲ 4.4 ▲ 5.4 ▲ 4.3

商業地 ▲ 8.4 ▲ 9.2 ▲ 10.1 ▲ 10.2 ▲ 9.3 ▲ 6.2 ▲ 3.7 ▲ 3.1 ▲ 4.7 ▲ 5.1 ▲ 6.5 ▲ 5.3

住宅地 ▲ 3.3 ▲ 3.7 ▲ 4.8 ▲ 5.7 ▲ 4.9 ▲ 3.9 ▲ 3.2 ▲ 2.8 ▲ 3.6 ▲ 3.8 ▲ 7.2 ▲ 3.6

商業地 ▲ 6.4 ▲ 7.3 ▲ 7.9 ▲ 8.3 ▲ 6.8 ▲ 4.9 ▲ 4.3 ▲ 4.5 ▲ 5.4 ▲ 5.9 ▲ 8.1 ▲ 4.2

住宅地 ▲ 2.0 ▲ 3.7 ▲ 4.8 ▲ 5.0 ▲ 4.8 ▲ 4.1 ▲ 3.2 ▲ 2.8 ▲ 4.5 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 5.1

商業地 ▲ 8.6 ▲ 10.1 ▲ 11.2 ▲ 10.3 ▲ 8.7 ▲ 5.7 ▲ 2.4 ▲ 2.2 ▲ 4.9 ▲ 5.2 ▲ 6.4 ▲ 7.0

住宅地 ▲ 3.3 ▲ 4.3 ▲ 5.7 ▲ 7.3 ▲ 6.5 ▲ 5.2 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 4.6 ▲ 6.6 ▲ 8.3 ▲ 5.7

商業地 ▲ 7.1 ▲ 8.0 ▲ 10.1 ▲ 10.1 ▲ 11.5 ▲ 9.8 ▲ 7.0 ▲ 3.6 ▲ 5.0 ▲ 5.8 ▲ 8.2 ▲ 5.7

住宅地 ▲ 6.6 ▲ 7.6 ▲ 8.0 ▲ 8.3 ▲ 7.5 ▲ 4.3 ▲ 2.5 ▲ 2.2 ▲ 4.0 ▲ 4.1 ▲ 4.4 ▲ 4.0

商業地 ▲ 10.6 ▲ 11.4 ▲ 12.7 ▲ 13.2 ▲ 11.2 ▲ 5.8 ▲ 2.7 ▲ 1.7 ▲ 3.8 ▲ 4.7 ▲ 5.4 ▲ 4.6

住宅地 ▲ 5.7 ▲ 6.4 ▲ 6.6 ▲ 6.7 ▲ 6.4 ▲ 4.7 ▲ 2.9 ▲ 2.2 ▲ 4.2 ▲ 3.7 ▲ 4.4 ▲ 3.3

商業地 ▲ 8.6 ▲ 8.7 ▲ 8.0 ▲ 8.9 ▲ 9.3 ▲ 6.5 ▲ 4.0 ▲ 4.0 ▲ 4.9 ▲ 4.7 ▲ 6.2 ▲ 4.3

県南

県西

茨城県全体

県北

県央

鹿行

 

 
茨城県における基準地価は、全 600 地点のうち横這いのつくば市の住宅地 2 地点を除く

598 地点で前年を下回った。平均変動率は全ての用途で下落したが、下げ幅はいずれも震

災直後の前年より縮小した。下げ幅縮小は林地が 7 年連続、他の用途は 4 年ぶりである。 
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５．茨城県下概況 

（１）住宅地 

横這い地点はつくば市の 2 地点のみでその他地点は下落した。最も下落した地点は、

ひたちなか-20（海門町２丁目）で下落率は▲12.8％である。中でも地盤被害の大きか

った鹿行地域の下落率は県平均を上回っている。 

 

（２）商業地 

全ての地点で下落しており、最も下落した地点は行方 5-2（玉造）で下落率は▲10.4％

である。中でも水戸市を含む県央地域の下落率は県平均を上回っている。 

 

（３）平成 24 年沿岸部・鹿行地域 11 市町村 用途別平均地価 

 

23,800 29,100 39,500 47,000 37,000 32,800 12,600

39,600 37,500 56,300 56,600 53,900 41,000 24,300

22,800 20,100 7,700 17,100 55,700 60,700 33,500

33,700 30,800 14,500 23,400 93,400 89,500 58,100

地域 北茨城市 高萩市

（つくば市） （県全体）

住宅地

商業地

地域

住宅地

商業地

鹿嶋市 神栖市

東海村 鉾田市大洗町
ひたちなか

市
日立市

行方市 潮来市 （水戸市）

 
平成 24 年都道府県基準地標準価格 単位：円/㎡ 

 

 

＜参考＞ 分析に用いた地域の区分は以下の通りである。 

地  域 市     町     村 

県北地域 

（６市町） 
日立市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，常陸大宮市，大子町 

県央地域 

（９市町村） 

水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，

東海村 

鹿行地域 

（５市） 
鹿嶋市，潮来市，神栖市，行方市，鉾田市 

県南地域 

（14 市町村） 

土浦市，石岡市，龍ケ崎市，取手市，牛久市，つくば市，守谷市，稲敷市，か

すみがうら市，つくばみらい市，美浦村，阿見町，河内町，利根町 

県西地域 

（10 市町） 

古河市，結城市，下妻市，常総市，筑西市，坂東市，桜川市，八千代町，五霞

町，境町 
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６．震災による地盤被害と不動産市場 

茨城県は、岩手・宮城・福島と比べ数字だけ見れば被害規模は小さい。しかし、県北

沿岸地域を中心とした津波被害、鹿行地域等の湖沼周辺の液状化被害や地滑り等及びそ

れに伴う建物被害があり、特に震災直後の断水世帯数では他の被災 3 県を上回った。 

特に茨城県の被害の特徴であった地盤被害について、水戸市と潮来市の２地域の状況

について調査した。 

 

 

７．地盤被害の実例Ⅰ （水戸市：水戸駅南地域における状況） 

（１）被害状況 

水戸市では全半壊家屋が 2,000 棟超（平成 24 年 9 月 28 日水戸市公表）など、かつて

ないほどの建物被害を被った。建物被害の特徴として、倒壊家屋は少ないものの、水戸

市役所のように建物全体が傾斜、あるいは外構部が損傷する等により建物機能を失うも

のが見られた。 

 

（２）原因 

これらは主に地盤被害に起因するものであるが、水戸駅南地域は元々旧千波湖の一部

であったところを干拓し、水田として利用されたものが埋められた地盤であって、以前

から地盤沈下が懸念されてきた地域ではあるが、今回の地震により液状化等が発生し地

盤沈下を引き起こした。 

 

（３）復興状況 

現在水戸市役所は使用不能で閉鎖され、仮庁舎での運営を余儀なくされている。更に

ライフラインの損壊も発生した。現在至るところで道路復旧工事や下水道工事等が行わ

れ、未だ復興途上であることを感じさせる。 

水戸駅周辺は古くからの市街地である駅北地域と、再開発により近年発展した駅南地

域とに大別される。バブル崩壊以降、大型店舗が撤退した水戸駅周辺の地価は下落の一

途であったが、近年の再開発により駅南地域の地価は横ばい傾向に持ち直してきたが震

災以降地価は下落した。しかし震災により開業が遅れていた駅ビル「エクセル南」が南

口にオープンするなど、衰退の著しい駅北、地盤被害を受けた駅南よりも集客力に優れ

た駅ビルの商業施設が最近では存在感を高めている。 

 

（４）不動産市況 

震災以降地域経済が益々冷え込み、地盤リスクも顕在化した駅南地域は、投資需要も

冷え込み、平成 24 年基準地価（県水戸 5-9）で前年比▲8.0％の下落となった。商業地

としての県平均下落率を大きく上回るなど見通しは明るくない。 

尚、現時点で市役所新庁舎を駅南の現在地に建設する方針とのことであるが、それに

よる今後の繁華性の動向にも注意が必要である。 
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■水戸市内地図 
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■水戸駅南地域の現在の状況 

  Ⅰ－１．使用不能となった水戸市役所         Ⅰ－２．市役所玄関の地盤沈下 

 

  Ⅰ－３．市役所通用口付近の地盤沈下         Ⅰ－４．市役所仮庁舎 

                  

Ⅰ－５．駅前歩道は復旧工事中             Ⅰ－６．下水道復旧工事 

 

撮影日時：平成24年10月11日 

撮影者 ：木村 和義   
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図Ⅰ-１ 【大正 4 年】  ほぼ全域が千波湖の一部を成している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-２ 【昭和 8 年】  干拓事業により一面水田となっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-３ 【平成 12 年】  市役所が北口から移転後市街地として発展している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （図Ⅰ-１～Ⅰ-３）出典：国土地理院発行旧版地図 
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８．地盤被害の実例Ⅱ （潮来市：日の出地区） 

（１）被害状況 

潮来市は、霞ヶ浦や北浦、常陸利根川などに面する低湿地地帯である。特に常陸利根

川に面した日の出地区は震災により大規模な被害を受けた。地盤の液状化に伴う噴砂、

埋設管や側溝の浮き上がり、建築物の沈下、外構部の損傷等が随所で見られ、上下水道、

ガス、電気等のライフラインは壊滅的な被害を受けた。 

また、道路についても至る所で陥没、隆起、亀裂が入り、震災直後は車での通行が困

難な状況であった。尚、住宅等の被害は地区内で 2,925 棟にも及んでいる。 

 

（２）原因 

日の出地区はかつて外浪逆浦と呼ばれる常陸利根川に繋がる霞ヶ浦の一部で、戦時中

に干拓されて水田となり、その後昭和 40 年代に鹿島臨海工業地帯開発に伴い宅地造成

された地域であり、その地歴からも液状化被害が想定されていた。 

しかし、開発当時には埋立地の液状化の危険性について認識が低かったこともあり、

それが特にライフラインへの被害を増大させた一因と言われる。 

 

（３）復興状況 

ライフラインは下水道→上水道→道路の順に復旧が進められており、上下水道復旧工

事が平成 25 年 3 月迄（図Ⅱ-4,Ⅱ-5 参照）、道路復旧工事が平成 26 年 3 月迄を予定し

ている。但し、工事の進捗によっては期間の延長も検討される。また、これらライフラ

インの復旧と並行して、災害に強い都市基盤の整備を図る市街地液状化対策事業につい

ても準備が進められている。 

液状化の発生しない地盤とするために、①主に地中に砂等を圧入又は地中にセメント

を打ち込む等で地盤を固める方法、②地下水を汲み上げて水位を下げる又は盛土で地下

水までの深さを大きくする等で地下水を低くする方法、などが検討された。 

日の出地区の様に、広範囲に亘って面的な対策が必要な地域においては、②地下水を

汲み上げて水位を下げる工法、で住民の同意を得る方針であるが、地下水の低下が地盤

沈下を伴うと予想されること、各事業区域内の宅地の所有者等の 3 分の 2 以上の同意が

必要であること、また復興交付金等による事業に必要な十分な財源確保の問題により、

事業完了までには長期間を要すると思われる。 

 

（４）不動産市況 

日の出地区は、東関東道潮来インターチェンジに近接し、鹿島臨海工業地帯へのアク

セス等交通利便性のある住宅地であるが、都心への接続が良好でないため不動産購入層

は地元に限られていた。今後は復興事業が完了するまで不動産市場は成立し難いと考え

られ、液状化対策工事が完了し実際に地盤リスクが解消されたとしても、地歴を重視す

る風潮の中で液状化したイメージの影響は大きく、特に外部からの住替需要は、潮来イ

ンターチェンジ周辺への企業誘致等の大きな地域変貌がなければ厳しい状況が続くと

考えられる。 
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■潮来市内地図 
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■潮来市日の出地区の現在の状況 

            

Ⅱ－１．液状化による歩道の隆起                    Ⅱ－２．仮設管による応急処置 

 

Ⅱ－３．住宅外構部の損傷                            Ⅱ－４．傾いた電柱と保育園 

  

Ⅱ－５．傾いた住宅の外構部             Ⅱ－６．隆起したマンホール 

 

撮影日時：平成24年10月11日 

撮影者 ：木村 和義   
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図Ⅱ-１ 【明治 18 年】  霞ヶ浦の一部である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-２ 【昭和 42 年】  干拓事業により水田になっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-３ 【平成 12 年】  区画整理事業により住宅地となっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図Ⅱ-１～Ⅱ-３）出典：国土地理院発行旧版地図 
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図Ⅱ-４ 日の出地区 水道復旧状況図    

 

 

 

図Ⅱ-５ 日の出地区 下水道復旧状況図    

 

   （図Ⅱ-４ Ⅱ-５） 出典：潮来市ホームページ 
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仙台地方裁判所競売物件 [開札・落札]状況 〈平成２３年１１月～２４年８月〉 
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